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平
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衆
議
院
議
員
前
田
雄
�
君
提
出
国
際
協
力
銀
行
が
二
〇
〇
五
年
三
月
三
一
日
に
マ
レ
ー
シ
ア
の
パ
ハ
ン
・
ス
ラ
ン
ゴ
ー
ル
導

水
事
業
に
対
し
行
っ
た
円
借
款
融
資
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
前
田
雄
�
君
提
出
国
際
協
力
銀
行
が
二
〇
〇
五
年
三
月
三
一
日
に
マ
レ
ー
シ
ア
の
パ
ハ
ン
・
ス
ラ
ン
ゴ
ー

ル
導
水
事
業
に
対
し
行
っ
た
円
借
款
融
資
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

「
パ
ハ
ン
・
ス
ラ
ン
ゴ
ー
ル
導
水
計
画
」
（
以
下
「
本
計
画
」
と
い
う
。
）
は
、
マ
レ
ー
シ
ア
政
府
か
ら
円
借
款
を
供
与

す
る
よ
う
要
請
が
あ
っ
た
も
の
で
、
マ
レ
ー
シ
ア
の
水
需
要
を
満
た
し
、
も
っ
て
マ
レ
ー
シ
ア
の
経
済
社
会
開
発
を
促
進
す

る
上
で
必
要
な
も
の
で
あ
り
、
環
境
面
等
の
影
響
も
考
慮
し
、
ま
た
、
我
が
国
と
マ
レ
ー
シ
ア
と
の
関
係
の
一
層
の
緊
密
化

の
必
要
性
等
を
勘
案
し
た
結
果
、
円
借
款
の
供
与
を
決
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
マ
レ
ー
シ
ア
政
府
は
本
計
画
に
加
え
、

地
下
水
の
開
発
、
漏
水
対
策
の
実
施
、
他
の
地
域
か
ら
の
導
水
等
の
代
替
案
を
検
討
し
た
結
果
、
水
資
源
量
、
コ
ス
ト
等
の

面
か
ら
本
計
画
が
最
善
で
あ
る
と
の
結
論
に
至
っ
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

御
指
摘
の
人
口
増
加
率
や
水
需
要
・
水
供
給
の
最
近
の
傾
向
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
マ
レ
ー
シ
ア
政
府
に
照
会
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
り
、
引
き
続
き
、
マ
レ
ー
シ
ア
政
府
に
対
し
、
関
連
情
報
の
提
供
を
求
め
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
会
合
は
、
マ
レ
ー
シ
ア
政
府
に
よ
っ
て
主
催
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
マ
レ
ー
シ
ア
政
府
、
住
民
、

一



Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
事
業
関
係
者
等
が
参
加
し
、
本
計
画
の
現
状
、
住
民
の
移
転
計
画
、
本
計
画
に
関
す
る
環
境
配
慮
等
に
つ
い
て
議

論
が
行
わ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
会
合
は
個
別
の
補
償
内
容
等
を
扱
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
参
加
者
の
自
由
な
議
論
を
確
保
す
る
と
い
う

理
由
か
ら
非
公
開
と
さ
れ
て
お
り
、
議
事
録
も
非
公
開
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。
政
府
と
し
て
も
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
会
合

は
住
民
と
の
対
話
を
行
う
重
要
な
場
と
認
識
し
て
お
り
、
マ
レ
ー
シ
ア
政
府
と
住
民
と
の
対
話
が
促
進
さ
れ
る
よ
う
マ
レ
ー

シ
ア
政
府
に
働
き
か
け
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

政
府
開
発
援
助
事
業
を
実
施
す
る
上
で
環
境
面
及
び
社
会
面
へ
の
配
慮
を
適
切
に
行
う
こ
と
は
重
要
で
あ
り
、
政
府
と
し

て
、
独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
（
以
下
「
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
現
在
、
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
に
お
い
て
検
討
中
の

環
境
社
会
配
慮
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
沿
っ
て
適
切
に
対
応
す
る
よ
う
求
め
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

四
の
イ
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
旧
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
の
国
際
協
力
総
合
研
修
所
」
に
つ
い
て
は
、
外
務
省
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
に
よ
る
一
連

の
業
務
実
績
評
価
を
受
け
て
お
り
、
ま
た
、
御
指
摘
の
「
旧
Ｊ
Ｂ
Ｉ
Ｃ
（
国
際
協
力
銀
行
）
の
開
発
金
融
研
究
所
」
に
つ
い

二



て
は
、
国
際
協
力
銀
行
が
研
究
業
務
単
独
で
は
な
く
関
連
事
業
分
野
の
一
部
と
し
て
の
評
価
を
行
っ
て
お
り
、
共
に
結
果
を

公
表
し
て
き
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

四
の
ロ
）
に
つ
い
て

Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
は
、
開
発
途
上
国
に
対
す
る
技
術
協
力
、
有
償
及
び
無
償
資
金
協
力
に
よ
る
協
力
実
施
を
担
う
日
本
で
唯
一
の

機
関
で
あ
り
、
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
研
究
所
は
、
御
指
摘
の
「
旧
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
の
国
際
協
力
総
合
研
修
所
」
及
び
「
旧
Ｊ
Ｂ
Ｉ
Ｃ
（
国
際

協
力
銀
行
）
の
開
発
金
融
研
究
所
」
に
よ
る
こ
れ
ま
で
の
開
発
課
題
に
関
す
る
調
査
・
研
究
の
成
果
を
活
か
し
つ
つ
、
我
が

国
の
援
助
政
策
に
関
連
し
た
調
査
・
研
究
及
び
対
外
発
信
を
行
う
役
割
を
担
う
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。三


